 
[bookmark: _Hlk164795724][bookmark: _Hlk165991571]大山隠岐国立公園指定90周年記念フェス（仮）イベント企画・運営業務委託仕様書
 
１　委託業務名 
 　 大山隠岐国立公園指定90周年記念フェス（仮）イベント企画・運営業務委託 
 
２　業務期間 
  　契約締結日から令和８年12月31日まで 
 
３　目的 
大山隠岐国立公園が令和８年２月で国立公園指定90周年を迎えたことから、大山隠岐国立公園の貴重な自然環境及びその保全の重要性を発信し、利用と保全の両立に対する理解を深めるとともに、自然との共生を志向した持続可能な公園利用の促進を図り、国立公園の魅力への理解と関心を高めることで、地域内外からの誘客の促進及び持続可能な観光の推進を図ることを目的とする。

４　イベント概要
（１）主なターゲット及び目標集客数
ターゲット：鳥取県内、近畿地方、中国地方の居住者。自然・アウトドア志向層、ファミリー層、若者層
目標集客数：５千人 
（２）開催会場
大山博労座（西伯郡大山町大山）及びその周辺
（３）開催日
令和８年10月11日（日）※荒天時は中止を想定

５　委託業務の内容 
イベント実施に係る企画、制作、演出、運営及び付随する業務一式を委託する。 
  　なお、業務遂行の全ての過程において、鳥取県との調整・打ち合わせを密に行うものとする。 
（１）イベント名称
３の目的を踏まえつつ、４（１）のターゲットに訴求出来るイベント名称を設定すること。
（２）イベントの企画・運営
ア　全体の企画に関する事項
（ア）イベントのトータルプラン(会場レイアウト図を含む)を提示すること。 
※企画提案においては会場規模にあうレイアウト図とし、委託契約締結後、鳥取県との打合により詳細を決定する。
（イ）イベント実施までの企画、運営、進捗管理、出店店舗の選定及び交渉を行うこと。 
（ウ）イベント会場の設営、受付及び誘導等のすべての運営を行うこと。 
（エ）契約後、速やかに業務委託全体の工程表を作成し、提出すること。 
（オ）当日の進行や人員配置、各種図面、緊急時連絡先等を網羅した運営マニュアルを作成し、スタッフや鳥取県と情報共有を図ること。 
　　イ　ステージイベントの企画・運営 
ステージイベントは下記コンテンツを中心に、集客の柱となるよう構成すること。
【ステージイベントコンテンツ例】 
タレント等を招いたステージショー、来場者参加型で楽しめるステージ企画 
ウ　タレント等のキャスティング
[bookmark: _Hlk165367456]（ア）タレント等のキャスティングは鳥取県と協議のうえ決定すること。また、イベント当日の管理運営を行うこと。 
（イ）起用するタレント等は、自然やアウトドア分野で活躍している者であること。
【例】アウトドアタレント、アウトドア系インフルエンサー、鳥取県出身タレント　等
（ウ）タレントの出演にあたっては、控室、駐車場等の必要な設備を確保すること。 
（エ）出演者等の手配・アテンド、各種調整及び経費の支払い等を行うこと。 
（5） 参加者（出演者及び出展者）用のマニュアルを作成し情報共有を図ること。
エ　サステナブルイベントの運営
（1） 企画については、発注者が実施することする。
　　【企画案】
　　　大山夏山登山道修繕、山頂木道下の清掃など
（2） 運営については、主として発注者が実施することとするが、受託者においては、運営補助員として若干名の人員を確保すること。
（3） 申込、受付に係る事務を行うこと。
オ　出演者と行くトレッキングツアーの企画
（ア）大山博労座周辺エリアの魅力的な箇所を周遊し、発信できる企画を実施すること。
　　【企画例】
　　　大山寺エリアを出演者と散策するツアー（出演者による配信あり）
カ　大山の恵みで育まれた食材を堪能できる飲食店ブースの設置
（ア）大山周辺の食材を使用した料理を堪能できる飲食ブースを設置すること
（イ）飲食店ブースの出店料は鳥取県と協議のうえ決定すること。
（ウ） 出店者の申込み受付及び調整を行うこと。ただし、必要に応じて、鳥取県と受託者において連携するものとする。
（エ）出店受付の際には、飲食物を提供する場合の臨時営業届等、必要な法令上の手続きが完了していることを確認すること。 
（オ）酒類の提供は不可とする。 
（カ）電気系統や火気の取扱いについては、会場となる施設（大山博労座及び西部総合事務所）の規則を遵守すること。 
（キ）飲食ブース運営に係る商品、各種備品等について、前日搬入の受け入れができるよう、必要な設備及び人員を確保すること
キ　ブース出展
登山ブランドの商品を販売するブースを設置すること
ク　ワークショップ
親子で楽しめる制作などのワークブースを設置すること
ケ　展示ブース
大山のサステナブルな取り組みを紹介する展示ブースを設置すること
コ　「大山隠岐国立公園指定90周年記念」のPRブースの設置
「大山隠岐国立公園指定90周年記念」をPRするための展示ブースの設置は鳥取県と協議の上、決定すること。
　　サ　携帯トイレ紹介ブース
　　　　携帯トイレの普及に向けた紹介及び体験できるブースを設置すること
　　シ　ノベルティ制作
　　　　参加者に配布するノベルティについては、鳥取県と協議の上、決定すること。
（３）会場運営
ア　設営・撤去 
（1） 会場使用可能期間は、令和８年10月10日(土)から同月12日(月)までとする。
（イ）本委託業務の実施に際し、必要な設備及び出演者の荷物等の搬入、搬出、設営及び撤去の対応を行うこと。
（ウ）設営にあたり、必要な物品の確認、手配、設備の準備等について鳥取県と事前に調整すること。 
（エ）施設内に無い備品等でイベントの開催上必要な場合は、受託者自身で手配すること。
なお出店者が用意する備品についてはこの限りではない。 
（オ）設営及び撤去作業の日程等は鳥取県と協議のうえ決定すること。 
（カ）イベント終了後は必ず原状復帰を行うこと。 
（キ）設営・撤去にあたっては、会場となる施設（大山博労座及び鳥取県西部総合事務所（以下「西部総合事務所」という。））の利用規則を遵守し、必要となる法令等の手続きを受託者が行うこと。
イ　会場管理 
（ア）イベント当日の駐車場手配、管理を行うこと。なお、近隣駐車場の整備や当日の誘導、スタッフの配置、インターネット上での情報発信等を活用し、交通渋滞対策に努めること。（※必要に応じて、シャトルバスの手配等の措置をとること。） 
（イ）想定される来場者数に応じて、既存のトイレの数では不足することが見込まれる場合、仮設トイレの設置を検討すること。
（ウ）会場の清掃、ごみの収集運搬及び処理を行うこと。
（エ）会場内にスタッフを配置し、参加者の入場から退場までの受付、誘導、体調不良者への救急・救護対応等、参加者の事故やケガ、体調不良等を未然に防ぐために安全面には十分配慮すること。 
（オ）実施に当たっては、会場となる施設（大山博労座及び西部総合事務所）の利用規則を遵守し、櫃要となる法令等の手続きを受託者が行うこと。 
（カ）イベントの記録（写真・動画撮影等）を行うこと。 
（キ）イベントの満足度を図るための来場者アンケートを実施することとし、アンケート回収数を増やすための工夫を検討すること。 
（４）広報・宣伝
集客目標を達成できるよう、各種メディアや SNS、デジタルサイネージ等を活用した効果的なプロモーションを行うこと。 
ア　イベントのチラシ・ポスター及び当日パンフレット 
デザイン制作、配布計画の立案及び配布 
イ　メディアの活用 
（ア）各種メディアやWeb広告及びSNSを活用したプロモーションを展開すること。 
（イ）イベントと連動したメディア・SNSキャンペーン企画等の実施も可能とする。 
ウ　その他 
予算の範囲内で本委託業務のために効果的な広報手段があれば実施すること。 
（５）その他留意事項
ア　受託者はイベントの実施にあたり、イベント保険等に加入すること。
イ　上記の内容以外にも、イベントを盛り上げるプロモーション、来場の動機付けや、消費を促すための独自の企画を実施すること。 
（６）イベントの中止等
　　ア　荒天、強風、大雨、地震その他安全な運営に支障を及ぼすおそれがある場合は、発注者の判断により、イベントを中止できるものとする。
　　イ　中止の場合の費用負担については、発注者及び受託者が協議の上、決定するものとする。

６　鳥取県との調整 
（１）受託者は、業務遂行にあたり、鳥取県と定期的な打ち合わせを行うこと。 
（２）受託者は、イベント開催に向けた進捗状況を随時報告するほか、鳥取県から進捗状況の報告を求められた場合には、速やかに対応すること。 

７　著作権等 
受託者が委託業務にて制作した成果物の著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む）その他の権利は、鳥取県に帰属するものとする。 
受託者は、本用務の実施に当たり第三者の著作権を使用する場合は、自己の責任及び費用負担において必要な権利処理を行うものとする。

８　二次使用について 
委託業務において制作されたコンテンツ（作成したデザインデータ、静止画又は動画等）は、下記媒体において無償で二次使用が可能とすること。 
（１）鳥取県または鳥取県が指定する者が作成・運営するウェブサイト、紙媒体及びデジタルサイネージ等 
（２）その他、鳥取県が目的達成に効果的と認める媒体 
 
９　完了報告 
    受託者は、次の事項を記載した委託業務に係る事業完了報告書を、委託業務を完了した日から10日以内に鳥取県に提出すること。 
（１）委託業務に要した事業費 
（２）委託業務の実施による成果 
ア　実施した企画内容の詳細とその効果、明らかになった課題
イ　委託業務の中で撮影した静止画データ 
ウ　制作した広告物（チラシー、ポスター等）一式 
エ　来場者アンケートの集計結果 
オ　その他本委託業務で実施した内容をまとめること 
 
１０　その他 
（１）この仕様書に規定するもののほか、実施にあたり疑義が生じた場合は、鳥取県と受託者双方で協議のうえ決定する。 
（２）受託者は、委託業務の履行にあたり自己の責めに帰すべき事由により鳥取県、もしくは来場者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 
（３）委託業務の再委託は原則認めない。ただし、再委託先ごとの業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告し鳥取県が承諾した場合はこの限りではない。 
（４）受託者は委託業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては別記「個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項」を守らなければならない。
（５）委託事業の実施に起因する会場内構造物の破損や汚れ等については受託者が原状復帰を行うこと。 
個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項

（基本的事項）
第１条　乙は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなければならない。
（秘密の保持）
第２条　乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
２　乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
 （目的外保有・利用の禁止）
第３条　乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用してはならない。
（第三者への提供の禁止）
第４条　乙は、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。
（再委託等の禁止）
第５条　乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。
２　前項ただし書の場合には、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第三者（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。
３　前項の場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならない。
（個人情報の引渡し）
第６条　業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとする。
２　乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。
（複製・複写の禁止）
第７条　乙は、業務において利用する個人情報（業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。
（安全管理措置）
第８条　乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の防止その他の当該個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
（研修実施時における報告）
第８条の２　乙は、その従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に当該従事者が遵守すべき事項、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任についての研修を実施し、甲が指定する方法で報告しなければならない。
２　第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先に対し、前項の研修を実施させ、同項の報告を受けなければならない。
３　前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならない。
（事故発生時における報告）
第９条　乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報告し、その指示に従わなければならない。
２　甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
（個人情報の返還等）
第10条　乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還し、又は引き渡すものとする。
２　前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務において利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。この場合において、乙は、個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
３　乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければならない。
４　乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録するとともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。
（定期的報告）
第11条　乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について甲が指定する方法で報告しなければならない。
２　第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先から、前項の報告を受けなければならない。
３　前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならない。
（監査）
第12条　甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。）に対して、実地における検査その他の監査を行うことができる。
２　甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をすることができる。
（損害賠償）
第13条　乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例（令和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
２　乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由により、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
３　前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
（契約解除）
第14条　甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
（死者情報の取扱い）
第15条　乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規定する死者情報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第２条から前条までと同様とする。

（注１）　甲は鳥取県、乙は受注者をいう。
